
平成２９年７月２４日(月)
　午後１時３０分から　午後２時３０分まで

2 場所 東海村役場行政棟２階２０５会議室

委員

　武田隆志，岩佐淳一，石川龍一，田中調江

事務局

　岡部総務課長,須藤係長,田所主事，伊藤主事

4 欠席者 永目裕子委員
公開又は
非公開の別

6 非公開の理由

（１）会長あいさつ

（２）平成２８年度情報公開請求及び個人情報開示請求の回答状
況について

（３）行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例等の整備について

（４）その他

　・法改正に伴う東海村個人情報保護条例の改正予定について

　・ＤＶ被害者の子の開示請求があった場合の対応について

・東海村情報公開条例の検討経過及び関連法等の改正について
説明

・東海村情報公開・個人情報保護審査会次第

・平成２８年度情報公開請求及び個人情報開示請求の回答状況一
覧（資料№１）

・行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律の施行に伴う関係条例等の整備について（資料
№２）
・行政機関の保有する個人情報保護法の改正ポイント（資料№
３）
・東海村情報公開条例の検討経過及び関連法等の改正について
（報告）（資料№４）

・東海村情報公開・個人情報保護審査会条例条文，東海村情報公
開条例条文，東海村個人情報保護条例条文

（委員意見・質問）

（２）平成２８年度情報公開請求及び個人情報開示請求の回答状
況について

・部分公開，不存在が数件みられるが，請求者の納得は得られた
か。

→文書としては不存在であっても，公開請求のあった内容につい
て，回答できるものに関しては口頭で回答する等の対応をしてい
る。

・近年，情報公開請求の件数が増加している。個人より業者が多
いのか。

8 配布資料

9 発言内容

1 開催日時

3 出席者

5 公開

東海村情報公開・個人情報保護審査会会議録

7 議題



→ほとんどが業者である。
・個人情報開示請求及び回答状況の１及び２について，請求理由
は何か。何か不服があるのか。

→請求の理由については，請求書への理由の記載欄がないため不
明であるが，窓口に出たものならば分かるかもしれないので確認
して報告したい。

（３）行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例等の整備について

・東海村では審査請求により審査会が開催されたことはあるか。

→ない。

・茨城県内での審査請求の件数等はどうか。

→隣のひたちなか市では，毎年数件あるようだ。また，県では数
十件ある。

（４）その他
・個人情報に該当するかどうかの判定は難しい。十分注意して行
われたい。
・ＤＶ被害者の子の開示請求があった場合に，条例第１９条第６
号の規定により審査会の意見を聴き非開示とする事務局案に了
承。

10 結果
次回の審査会については，審査請求等の案件がなければ，来年の
同時期に開催することとする。

9 発言内容


